
週刊 避難者応援情報紙

皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。
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30６ 金

１１ページをご覧ください。

町が整備を進めていた幾世橋住宅団地第1期(22戸)完

成式が行われました。
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被災自治体News

災害公営住宅 空き住戸の入居者を募集します

7月3日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.3142

次ページへ続きます

1,000円/月23,600円～62,500円4年4DK1号棟202号室西町団地1

3号棟203号室

部屋番号

18,600円～49,300円

家賃月額番号 住宅名 間取り 築年数 駐車場

2 西川原第二団地 3DK 2年 1,000円/月

南相馬市からのお知らせ

1,000円/月21,900円～58,100年3年3DK304号室大町西団地1

307号室

部屋番号

21,900円～58,100円

家賃月額番号 住宅名 間取り 築年数 駐車場

2 大町西団地 3DK 3年 1,000円/月

市で整備した災害公営住宅に、東日本大震災の影響で家屋が全壊および半壊以上の判定を

受け解体した方、さらに原子力災害により避難し家屋を解体した方を対象として、空き住戸への

入居者を募集します。

募集住宅

《鹿島区》※西町団地１号棟２０２号室は、２・３階のメゾネットタイプでの利用となります。

《原町区》

※ 家賃については東日本大震災特別家賃低減事業により減額される場合があります。

申込資格

震災時点（平成２３年３月１１日）で南相馬市内に住所を有し、次のいずれかを満たす方

(1) 東日本大震災で住宅が全壊した方または住宅が半壊以上で家屋を解体もしくは解体が確実

な方

(2) 福島第一原子力発電所事故によって避難指示を受けた方で、家屋を解体もしくは解体が確

実な方

※ ただし、以下の条件に当てはまる場合は申し込みできません。

税または公営住宅の家賃の滞納がある。

世帯員に「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」で規定する暴力団員がいる。

応募多数の場合は公開抽選会で入居決定しますが、申込資格(1)の方を優先します。

入居日

8月１日（火）

申込期限

７月１４日（金） ※郵送の場合は当日必着
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TEL
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【募集】7月分の市営住宅入居者を募集します

7月3日HP更新

次ページへ続きます

市営住宅の入居者を募集します。

入居資格や申し込み方法などについて詳細を確認の上、お申し込みください。

申込者が重複した場合は、抽選会を開催し入居者を決定します。

7月公募期限

７月１４日（金） ※土・日曜日、祝日を除く。

今月の抽選会は７月１８日（火）です。

入居者を公募する市営住宅

優先世帯の住宅

募集なし

申込方法

市役所各申込窓口へ、「災害公営住宅入居申込書」を提出してください。

申込書は、市役所各申込窓口で配布しています。また、市役所ホームページからもダウンロー

ドできます。

添付書類

住民票（世帯全員が記載されているもの）

所得証明書（入居希望者全員分）

納税証明書（入居希望者全員分）※完納証明書でも可

その他下記の書類

・申込資格(1)の方：全壊の方はり災証明書の写し、半壊以上の方はり災証明書の写し、家屋

の解体証明書または解体申出書の写し

・申込資格(2)の方：家屋の解体証明書か解体申出書の写し

市役所各申込窓口

・南相馬市役所 建築住宅課

・小高区役所 産業建設課 午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜日、祝日を除く）

・鹿島区役所 産業建設課

【郵送先・問い合わせ先】

〒975－8686 南相馬市原町区本町二丁目27番地

南相馬市役所 建築住宅課 市営住宅係

0244-24-5253
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浜通り×さんじょうライフvol.3144

あり11,400～22,30042年3K6号棟404号室仲町団地原町2

あり10,600～20,90043年3K4号棟402号室仲町団地原町1

なし18,400～36,1007年3DK15-1号室万ヶ廹団地小高10

あり17,300～34,10013年3DK2-1号室万ヶ廹団地小高8

あり19,200～37,80022年3DKF-2-2号室紅梅団地小高7

あり17,700～34,70011年3DK9-2号室万ヶ廹団地小高9

あり18,400～36,1007年3DK16-1号室万ヶ廹団地小高11

あり19,200～37,80022年3DKF-1-2号室紅梅団地小高5

あり13,000～25,50037年3K2号棟203号室桜井町団地原町4

あり19,200～37,80022年3DKF-2-1号室紅梅団地小高6

あり19,300～37,90019年3DK5号棟201号室北長野団地原町3

駐車場家賃月額(円)築年数間取り部屋番号住宅名区№

問い合わせ
建設部 建築住宅課 市営住宅係（原町区内市営住宅管理担当）

0244-24-5253

小高区役所 産業建設課 建設管理係（小高区内市営住宅管理担当）
0244-44-6804

鹿島区役所 産業建設課 建設管理係（鹿島区内市営住宅管理担当）
0244-46-2116

TEL

TEL

TEL

あり34,800～47,00016年3DKB5-1号室紅梅団地小高15

駐車場家賃月額(円)築年数間取り部屋番号住宅名区№

あり12,300～24,20025年3DK1号棟107号室定住促進住宅鹿島12

あり12,300～24,20025年3DK2号棟207号室定住促進住宅鹿島13

あり9,800～19,30025年3DK2号棟402号室定住促進住宅鹿島14

駐車場家賃月額(円)築年数間取り部屋番号住宅名区№

一般世帯の住宅

中堅所得者向けの住宅

入居者を公募する定住促進住宅

問い合わせ

・入居相談や申し込みは、下記の問い合わせ先のどこでもできます。

・各住宅の内部などの詳細については、各区の管理担当にお問い合わせください。
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平成30年4月採用予定 南相馬市職員≪高校卒程度≫を募集します

7月3日HP更新

7月3日(月)～8月24日(木)3人程度一般行政

受付期間採用予定数募集職種

募集職種・受付期間

※受験申込受付は簡易書留による郵送に限ります（8月24日（木曜日）の消印有効）。

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。職種ごとに受験案内が異なりますのでご注意ください。

1. 南相馬市役所市民課総合案内係および各区役所市民福祉課総合案内係で配布します。

月曜日～金曜日： 午前８時３０分～午後５時１５分 各総合案内係で配布

土曜日・日曜日： 午前８時３０分～午後５時 各日直窓口で配布

2. 郵便で請求できます。

封筒の表に「受験申込書（職種）請求」と朱書きし、返送用に１２０円切手を貼った宛先（自分宛）

を明記した角形２号封筒を必ず同封して、請求してください。

3. ホームページからダウンロードできます。

・受験案内（高卒）

・採用試験受験申込書（高卒）

・受験票への貼付シート（高卒）

・受験申込書等送付用封筒への貼付シート（高卒）

受験資格

平成８年４月２日～平成１２年４月１日に生まれた方

※ ただし、四年制大学を卒業した方または四年制大学を平成３０年３月までに卒業見込みの方

を除く。

試験日

９月１７日（日）

試験会場

南相馬市役所（南相馬市原町区本町2-27）

試験内容

教養試験、適性検査

問い合わせ 総務部 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL
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平成29年度 金婚祝賀会のご案内

7月1日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.3146

問い合わせ
長寿福祉課 0244-24-5239
小高区市民福祉課 0244-44-6413
鹿島区市民福祉課 0244-46-2114

TEL

TEL

TEL

これまで社会の発展に貢献され、結婚５０周年という大きな節目を迎えたご夫婦を対象に、市と

して祝意を表するため、金婚祝賀会を開催します。

とき

１１月２２日（水） 午前１０時～

ところ

ロイヤルホテル丸屋 （原町区旭町）

対象となるご夫婦

市内に住所を有するご夫婦で、

（1）昭和４２年１月１日～昭和４２年１２月３１日に結婚されたご夫婦

または

（2）昭和４１年１２月３１日以前に結婚され、これまで金婚祝賀会に出席されていないご夫婦

が対象となります。

申込期限

７月２８日（金）

参加申込書

南相馬市役所長寿福祉課、小高区役所市民福祉課、鹿島区役所市民福祉課に備え付けの申

込書をご使用いただくか、様式をホームページからダウンロードしてご使用ください。
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小高区商業施設整備事業(公設民営のスーパーマーケット)について

7月4日HP更新

南相馬市では、小高区の住民の生活利便性の回復などを目的として小高区商業施設（スーパ

ーマーケット）の整備を進めています。

施設概要（案）

予定敷地 南相馬市小高区上町一丁目地内

敷地面積 約１,５７０㎡

建物構造 鉄骨造平屋建て

運営体制 管理運営委託（指定管理者制度）

開店 平成３１年３月予定

問い合わせ 小高区 産業建設課 商工観光係 0244-44-6718TEL

小高区商業施設基本設計から抜粋

浜通り×さんじょうライフvol.314 7
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市営墓地の使用希望者を募集します

7月3日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.3148

応募資格要件（優先順位）

A：南相馬市内に住所を有し（東日本大震災発生時の平成２３年３月１１日時点を含む）、墓地が

ないために親族の遺骨を自宅または寺院などに保管している方

B： 南相馬市内に住所を有している方（東日本大震災発生時の平成２３年３月１１日時点を含む）

C：市外に住所を有し、本籍が南相馬市で墓地がないために親族の遺骨を自宅または寺院など

に保管している方

D：市外に住所を有し、本籍が南相馬市にある方

募集墓地名・区画数、面積、使用料、管理料

※1 使用者が市外に住所を有している場合（応募資格要件C・Dに該当）の使用料は、上記金額

に１.５倍した金額となります。

※2 今年度の使用料は、下段の金額となります。

申込書配布期限・場所

８月３１日（木）

市民生活部生活環境課、鹿島区市民福祉課窓口

（土曜日・日曜日・祝日を除く 午前８時３０分～午後５時１５分）

※ この期間内の土曜日・日曜日・祝日は、各配布場所の日直が配布します。

※ ホームページからダウンロードできます。

申込(募集)期間・場所

８月１日（火）～８月３１日（木）

市民生活部生活環境課、鹿島区市民福祉課

（土曜日・日曜日・祝日を除く 午前８時３０分～午後５時１５分）

1,200円

(600円)
120,000円3.244鹿島公園墓地

570～2,070円

(1,030円)

260,000～884,000円

(52,000円/㎡)
4.7～16.56橋本町墓地

1,150円

(570円)

172,000～258,000円

(43,000円/㎡)
4～66

陣ヶ崎公園墓地

（既存墓域）

1,150円

(570円)

232,000円

(58,000円/㎡)
4225

陣ヶ崎公園墓地

（拡張墓域の一部）

管理料 ※2

（年額）

使用料 ※1

下段（ ）内は1㎡当たりの単価

面積

（㎡）
募集区画墓地名

次ページへ続きます
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必要書類

※ 死体埋火葬許可証を紛失している場合は、死亡届を提出した市役所で再発行できる場合が

あるので要確認。

※ 提出した書類は、返却しません。

抽選会日時・会場

９月２４日（日）

原町生涯学習センター「サンライフ南相馬」集会室

A該当者： 午前９時３０分予定

B該当者： 午前１１時予定

C該当者： 午後１時３０分予定

D該当者： 午後２時３０分予定

※ 募集区画に対して応募人数が多い場合は、優先順位下位の抽選会を実施しない場合があり

ます。また、応募状況により上記時間を変更する場合があります。

※ 抽選会日時については、募集期間終了後に申込者に通知します。

【申し込み・問い合わせ先】

市民生活部生活環境課 0244-24-5231

鹿島区市民福祉課 0244-46-2124

×○○B

××○○D

○×○○C

○
△

※平成23年3月11日時点に

市内に住所を有していた

場合のみ必要です。

○○A

(3)死体埋火葬許可証

※原本提示の上、

写しを提出

(2)被災証明書

※写しを提出

(1)住民票抄（謄）本

※写しを提出
（本籍が記載されているもの）

使用権

申込書

提出書類

資格

要件

TEL

TEL

浜通り×さんじょうライフvol.314 9
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浪江町からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.31410

まち・なみ・まるしぇdeプレミアムナイト
6月28日(水)、浪江町仮設商店街まち・なみ・まるしぇ内で「プレミアムナイト」イ

ベントが開催されました。

たくさんの人が集い、語り合い、ゆるくて楽しいにぎやかな夜となりました。

今週の番組(60分) ※パソコン視聴

1. オープニング&今週の番組 [2分]

2. 南相馬市長記者会見 [13分]

3. 相馬野馬追宣伝番組…A [1分]

4. 市長の部屋へようこそ！ アサヒビール株式会社 市長表敬訪問 [5分]

5. 東北電力株式会社原町火力発電所 エネルギー★環境教室 [20分]

6. 相馬野馬追宣伝番組…B [1分]

7. i-Construction [5分]

8. 南相馬見聞録 陽山寺 [5分]

9. 市民の歌 原町混声合唱団 [4分]

10.相馬野馬追PR…観光案内編 [3分]

11.リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容[7/5～7/12]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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幾世橋住宅団地第1期（22戸）完成式
6月30日(金)、町が整備を進めていた幾世橋住宅団地第1期（22戸）完成式が行われ

ました。

式典では、入居者代表の方への鍵引渡しや記念碑の除幕式が行われ、同日より入居開

始となりました。

この住宅は、町が整備した初めての災害公営住宅で、第2期63戸は平成30年3月完

成予定です。

東邦銀行浪江支店・双葉支店の営業が再開
6月16日(金)、東邦銀行浪江支店・双葉支店の営業が再開しました。

権現堂にあった旧浪江支店から、役場本庁舎東側近くにある空き店舗へ移転してのオ

ープンとなります。

金融機関の再開は、あぶくま信用金庫浪江支店、JA福島さくら浪江支店、浪江郵便

局に続き4店舗目です。

浜通り×さんじょうライフvol.314 11
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町長メッセージ

7月1日HP更新

平成２９年度がスタートしてから３カ月が過ぎ、季節も春から夏へと移り変わりました。

５月１９日、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律が公布・施行され、帰

還困難区域内に、特定復興再生拠点区域の復興及び再生を推進するための計画制

度が創設されました。これにより帰還困難区域を含めた双葉町内の復興まちづくりによう

やく着手できることになりました。特定復興再生拠点の具体的な内容は、政府が閣議決

定する新たな「福島復興再生基本方針」により定められます。

町としては、基本方針に基づき復興まちづくり計画（第二次）を福島復興再生特別措

置法の趣旨に沿って改めて練り上げた計画を策定し、福島県と協議の上、国に認定申

請することになります。

５月２１日に吉野正芳復興大臣がいわき事務所を来訪した際には、佐々木清一町議

会議長、岩本久人町議会副議長とともに町の意向を最大限尊重した特定復興再生

拠点区域復興再生計画の認定を求める要望書を手渡しました。

５月２７日には、いわき市錦町の仮設校舎体育館で町立幼稚園、小学校の運動会が

開催され、元気いっぱいの子どもたちが笑顔で競技する姿に声援を送りました。少しずつ

子どもたちが増え、現在の体育館では狭くなり、たいへんうれしい新たな課題も生じてまいり

ました。

同日は、友好都市である埼玉県加須市の小学校でも運動会が開催されました。双葉

町の子どもたちが多く就学している騎西小学校では、今年も双葉町民の指導により「ふた

ば音頭」を全校生で踊っていただきました。たいへんありがたく騎西小学校のご配慮に心

から感謝申し上げる次第です。

６月５日には、古くから町内で営業をしていたガソリンスタンド「伊達屋双葉６号ＳＳ」（吉

田知成社長）が国道６号沿いで営業を再開いたしました。給油の際には水洗トイレの使

用や休憩ができるスペースも用意されたということです。昨年９月には、田中合名会社双

葉給油所も営業を再開しており、町内の国道６号に２つの灯りがともったことは復興への

大きな弾みになるとたいへん心強く思っております。

また、双葉厚生病院前の国道６号交差点の花壇には、NPO法人ハッピーロードネット

の呼びかけで、町内の復興関連事業に携わる企業の協力により、約２千株のベコニア

の花が植栽され、通る人を和ませてくれています。

多くの人々が双葉町の復興を願い、後押しをしてくださることに深く感謝申し上げます。

梅雨明けとともに暑い夏がやってきます。体調を崩しやすい季節ですので、より一層お

体には気をつけてくださいますようお願いいたします。

双葉町長 伊澤 史朗

双葉町からのお知らせ
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平成30年度双葉町職員（社会人）採用候補者試験

7月4日HP更新
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9月17日(日)午前9時～午後0時5分（予定）第１次試験日

7月12日(水)～8月10日(木)受付期間

若干名若干名若干名若干名若干名採用予定人員

保健師幼稚園教諭建築職土木職行政職職種

昭和52年4月2日～平成5年4月1日に生まれた方
※保健師資格免許所有者または平成30年4月までに取得見込みの方

保健師

昭和52年4月2日～平成5年4月1日に生まれた方
※幼稚園教諭資格免許所有者または平成30年4月までに取得見込みの方

幼稚園教諭

昭和52年4月2日～平成5年4月1日に生まれた方建築職

昭和52年4月2日～平成5年4月1日に生まれた方土木職

昭和57年4月2日～平成5年4月1日に生まれた方行政職

次ページへ続きます

○受け付けは、月曜日から金曜日の業務時間内（午前８時３０分～午後５時１５分）

○郵送による申込書提出の場合は、８月８日（火）までの消印有効

○申込用紙は、全職種について双葉町いわき事務所総務課（２階）で交付します。

また、申込書の郵送も可能です。

郵送での請求方法は、下記「受験手続および受付期間」をご覧ください。

※ 申込書の提出先は双葉町いわき事務所総務課となります。また、申込用紙には添付する書類

がありますので、早めに手続きをお願いします。

試験職種と採用予定人員

受験資格

[共通]民間企業などにおける職務経験を5年以上有する方、

または青年海外協力隊などにおける活動経験を2年以上有する方

（学歴は問いません）

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は受験できません。

（1）日本国籍を有しない者

（2）成年被後見人または被保佐人（準禁治産者を含む。）

（3）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまで

の者

（4）本町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

（5）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊

することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
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論文試験、口述試験、
身体検査

社会人基礎試験(筆記)

試験内容

10月下旬
福島県自治会館

(福島市)
9月17日（日）

午前9時～午後0時5分予定
第１次試験

第2次試験日から
30日以内の日

日時・場所など詳細は、
第1次試験合格者に通知します

第２次試験

合格発表場所期日区分

問い合わせ
〒974-8212 いわき市東田町2-19-4
双葉町役場いわき事務所 総務課行政係 0246-84-5201TEL
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試験の期日・場所・内容

受験手続および受付期間

●申込用紙の請求

(1) 申込用紙は、双葉町いわき事務所総務課で交付します。郵便により申込用紙を請求する場合

には、封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書きし、１２０円切手を貼った宛先明記

の返信用封筒（角形２号）を必ず同封し、双葉町いわき事務所総務課へ郵送してください。

(2) 郡山支所および埼玉支所での用紙交付および郵便請求による申し込みはできません。

●申し込み方法

(1) 申込用紙に必要事項を記入して、履歴書（市販のものでも可能）を添えて双葉町いわき事務

所総務課へ提出してください。申込書を郵送する場合は、封筒の表に「職員採用試験申込」と

朱書きし、８２円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（長形３号）と履歴書（市販のものでも可

能）を必ず同封してください。申込書は必ず簡易書留で郵送してください。

(2) 受験票を受領したときは、最近６カ月以内に撮影した本人の写真（上半身、脱帽、正面向き、

縦６cm×横４.５cm）１枚を写真欄に貼って受験当日必ず持参してください。

※受験票がない場合または受験票に写真が貼っていない場合は受験できません。

●その他

(1) 受験の際は、HB鉛筆と消しゴムを持参してください。これ以外の筆記用具は使用できません。

(2) 会場には駐車場がありませんので、試験当日の試験会場への自家用車の乗り入れがご遠慮

願います。また家族による送迎も会場周辺の渋滞により遅刻するおそれがあるので、公共交

通機関を利用してください。

※福島県自治会館へは、JR福島駅から徒歩１５分です。

合格者の採用

(1) 合格者は採用候補者名簿に記載され、平成３０年４月１日以後欠員が生じた都度採用されま

す。（この採用候補者名簿の有効期間は原則として、１年間です）

(2) たとえば、平成３０年４月１日付で採用された場合、最低でも平成３０年９月３０日までの期間

は条件附職員として役場の行政事務補助員として業務に就いていただき、適性を判断した後

各課に正職員として配属になります。従って、正式採用は、平成３０年１０月１日以後になりま

す。また、この条件附採用職員の期間に役場職員としてふさわしくないと判断された場合は、

正式採用されない場合がありますのでご留意願います。

※受験者本人ならびに第三者に関わらず、採用を有利に運ぶ目的をもって便宜を図るための

行為をした場合は受験資格を失います。また、採用後この事実が明らかとなった場合は、採

用が取り消されます。



双葉町民の避難状況
【都道府県別】 平成29年6月30日現在

都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数

北海道 14 埼玉県 824 岐阜県 6 鳥取県 - 佐賀県 5

青森県 13 千葉県 163 静岡県 34 島根県 17 長崎県 5

岩手県 9 東京都 338 愛知県 4 岡山県 4 熊本県 2

宮城県 253 神奈川県 184 三重県 - 広島県 4 大分県 6

秋田県 10 新潟県 156 滋賀県 1 山口県 - 宮崎県 1

山形県 29 富山県 13 京都府 10 徳島県 - 鹿児島県 13

福島県 4,075 石川県 18 大阪府 5 香川県 - 沖縄県 4

茨城県 474 福井県 5 兵庫県 2 愛媛県 5 海外 4

栃木県 155 山梨県 13 奈良県 1 高知県 - 合 計 6,946

群馬県 42 長野県 16 和歌山県 - 福岡県 9

【福島県内市町村別】
市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数

福島市 283 田村市 19 西郷村 37

会津若松市 54 南相馬市 241 矢吹町 33

郡山市 727 伊達市 11 棚倉町 11

いわき市 2,122 本宮市 44 塙町 8

白河市 206 桑折町 5 三春町 14

須賀川市 67 鏡石町 10 広野町 35

喜多方市 8 猪苗代町 5 新地町 8

相馬市 58 会津坂下町 10 その他 31

二本松市 16 会津美里町 12 合 計 4,075

(前月 6,951)

所在 人数

福島県内に避難している方 4,075

福島県外に避難している方 2,871

＊所在不明者 3人
うち津波による行方不明者 1人

＊死亡者 566人
うち災害関連死亡者 165人

(前月 4,071)

被災自治体News

問い合わせ 健康福祉課 健康づくり係 0246-84-5205TEL

平成29年度総合健診・がん検診のおしらせ

7月3日HP更新

１年に１度は健康診査・がん検診を受けて健康づくりにお役立てください。

福島県外に避難している方

避難先の医療機関で受診できます。「県民健康調査」のお知らせと①受診できる医療機関リスト

②申し込み方法③申込書を同封して、７～８月にお送りする予定ですので、必ず確認してくださ

い。

詳しい申し込み方法や受診などにつきましては、お知らせの中に

あります問い合わせ先（結核予防会予約センター）へご連絡ください。
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10,492合 計

避難・居住先別人数
【都道府県別】 平成29年7月1日現在

都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数

北海道 41 埼玉県 413 岐阜県 - 鳥取県 - 佐賀県 6

青森県 9 千葉県 324 静岡県 32 島根県 7 長崎県 4

岩手県 7 東京都 448 愛知県 19 岡山県 3 熊本県 5

宮城県 158 神奈川県 232 三重県 4 広島県 3 大分県 6

秋田県 11 新潟県 184 滋賀県 3 山口県 4 宮崎県 8

山形県 11 富山県 - 京都府 3 徳島県 6 鹿児島県 6

福島県 10,492 石川県 8 大阪府 24 香川県 2 沖縄県 12

茨城県 558 福井県 1 兵庫県 1 愛媛県 - 海外 4

栃木県 175 山梨県 12 奈良県 1 高知県 5 合 計 13,384

群馬県 77 長野県 48 和歌山県 - 福岡県 7

【福島県内市町村別】
市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数

福島市 227 南相馬市 122 玉川村 8

会津若松市 99 伊達市 28 三春町 231

郡山市 2,537 本宮市 34 小野町 15

いわき市 6,062 国見町 7 広野町 125

白河市 85 大玉村 161 楢葉町 19

須賀川市 77 猪苗代町 7 富岡町 193

喜多方市 32 会津美里町 6 川内村 26

相馬市 57 西郷村 36 新地町 14

二本松市 38 泉崎村 11 その他 48

田村市 159 矢吹町 28

現在富岡町に住民登録されている方の
避難先・居住先別人数です。
※震災後の転入者も含みます。

(前月 13,410)

2,892福島県外避難者数

13,384合計

10,492福島県内避難者数

1,444福島県外避難世帯数

6,592合計

5,148福島県内避難世帯数

(前月 10,499)
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富岡町からのお知らせ

町内に彩りを 王塚行政区花いっぱい運動
王塚行政区による花いっぱい運動が、７月２日(日)に行われました。同行政区による花植え

は昨年に続き２回目。町内外から約３０人の皆さんが参加し、マイプラザ富岡店北側の町道沿

いにマリーゴールドなど３種類約２５０株を植えました。

花壇は黄色や赤など鮮やかに彩られ、林健一行政区長は「先日、杉内行政区や上郡山行政区

でも花植えが行われましたが、このような取り組みが町内に広がって行けばうれしいですね」

と、花々を前に笑顔で語られました。



三条市食生活改善推進委員協議会のご厚意により、７月の食事会を開催します。

今回も、作り方をお聞きしながら調理も体験し、食後の片付けも一緒に行いたいと思い

ます。

今回もバランスの良い食材を使ったメニューにご期待ください。

と き ７月１９日

ところ 三条市総合福祉センター 3階 調理室

交流ルーム「ひばり」集合後、移動します。

参加費 500円（当日徴収）

申込締切 ７月１２日(水) 正午
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０

水
調理から参加される方は午前10時から

食事から参加される方は正午から

５月食事会の様子

交流ルームひばり通信

三条市の協力を得て、お盆前の一時帰宅を計画しました。

今回は、避難者のみ(ボランティア同行なし)の一時帰宅です。ハイエースでの運行になり

ますので、定員８人(受け付け順)とさせていただきます。

今回は、梅雨の時期を経て、家の中の湿気やカビ、家周りの伸びた草木も気になっている

方もいるかと思います。

また、ご先祖のお墓参り、入居予定の災害公営住宅などを見に行くことも可能です。ご相

談いただければ対応させていただきます。

日 時 ８ 月１０ 日

行 程 三条市出発 午前 5時頃

現地到着 午前10時頃

＊自宅や目的地に送迎

現地出発 午後 3時頃

三条市到着 午後 9時頃

木

申込締切 ７月１９日(水)正午
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０

※片道利用もＯＫです。
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市町村名 電話番号 以下の町は役場機能が移転しています。

南相馬市 0244-24-5232

双葉町:双葉町役場いわき事務所

（いわき市東田町2-19-4）

浪江町 0240-34-2111

双葉町 0246-84-5200

富岡町 0120-33-6466

いわき市 0246-25-0500

郡山市 024-924-2491

被災自治体 問い合わせ先一覧

原町区

小高区

6630南相馬市 計

46

4

1

1

3

7

5

25

世帯数

105

10

5

1

6

17

8

58

人数市町村名

浪江町

双葉町

富岡町

いわき市

郡山市

合 計

三条市に避難している
世帯数と人数(2017.7.5現在）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256-34-5511

問い合わせ 0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[開館時間] 午前9時30分～午後3時

TEL

E-mail
交流ルーム ひばり（総合福祉センター内）

交流ルームひばり通信

７月の『ひばり』

食推食事会

ひばり
午後休み

一時帰宅
申込締切

食推食事会
申込締切

茶話会

版画教室

ひばり休み

海の日

ひばり休み
浜通り配布

６日

２２日２１日２０日１９日１８日１７日１６日

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

１５日１４日１３日１２日１１日１０日９日

８日７日
★版画教室 第2・4水曜日午前１０時～正午
★茶話会＆簡単な手芸教室

第1・3・5水曜日午前10時～午後２時

気軽に参加ください。

土金木水火月日
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